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聖籠町介護保険法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２７年７月３１日 

聖籠町長 渡 邊 廣 吉 

聖籠町規則第２７号 

聖籠町介護保険法施行細則の一部を改正する規則 

聖籠町介護保険法施行細則（平成１７年聖籠町規則第１６号）の一部を次の

ように改正する。 

第３条の次に次の１条を加える。 

（負担割合証） 

第３条の２ 省令第２８条の２第１項の介護保険負担割合証は、別記様式第２

号の２によるものとする。 

  第４条第２項中「省令第２７条第１項」の次に「又は第２８条の２第４項」

を加える。 

  別記様式第２号の次に次の１様式を加える。 

別記様式第２号の２（第３条の２関係） 

 

年  月  日 

 

 

1 5 3 0 7 2 

北蒲原郡聖籠町大字諏訪山 1635 番地 4 

電話 0254-27-2111 

聖籠町 
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別記様式第４号中「                       」を 

 

「                       」に改める。 

 

附 則 

 この規則は、平成２７年８月１日から施行する。 

再 交 付 す る 

証 明 書 

１ 被保険者証 

２ 資格者証 

３ 受給資格証明書 

 
再 交 付 す る 

証 明 書 

１ 被保険者証 

２ 資格者証 

３ 受給資格証明書 

４ 負担割合証 

 


